
国　
土　
交　
通　
省　
と　
東　
京　
都　

は　
、　
東　
京　
外　
か　
く　
環　
状　
道　
路　

に　
つ　
い　
て　
、　
沿　
線　
自　
治　
体　
や　

地　
域　
住　
民　
の　
方　
々　
を　
は　
じ　

め　
幅　
広　
く　
情　
報　
を　
提　
供　
し　
、　

ご　
意　
見　
を　
お　
聞　
き　
し　
な　
が　

ら　
検　
討　
を　
行　
っ　
て　
い　
る　
と　
こ　

ろ　
で　
す　
。　
こ　
う　
し　
た　
中　
で　
、　

「　
検　
討　
の　
熟　
度　
を　
高　
め　
る　
た　

め　
に　
は　
、　
よ　
り　
詳　
細　
な　
環　
境　

へ　
の　
影　
響　
に　
つ　
い　
て　
デ　
ー　
タ　

を　
示　
し　
、　
よ　
り　
具　
体　
的　
な　
議　

論　
を　
す　
べ　
き　
で　
あ　
る　
」　
と　
の　

ご　
意　
見　
も　
数　
多　
く　
寄　
せ　
ら　

れ　
て　
お
り
ま
す　
。　

そ　
こ　
で　
、　
大　
深　
度　
地　
下　
を　

活　
用　
し　
た　
地　
下　
式　
ト　
ン　
ネ　
ル　

構　
造　
を　
対　
象　
に　
、　
環　
境　
へ　
の　

影　
響　
を　
よ　
り　
詳　
細　
に　
把　
握　

す　
る　
た　
め　
の　
調　
査　
を　
始　
め　

ま　
す　
。　
調　
査　
に　
際　
し　
て　
は　
、　

環　
境　
ア　
セ　
ス　
メ　
ン　
ト　
の　
仕　
組　

み　
を　
活　
用　
す　
る　
こ　
と　
と　
し　
、　

環　
境　
へ　
の　
影　
響　
を　
評　
価　
す　

る　
た　
め　
に　
環　
境　
の　
現　
況　
を　

観　
測　
す　
る　
必　
要　
が　
あ　
る　
の　

で　
、　
ま　
ず　
「　
方　
法　
書　
」　
を　
作　

成
し
ま
し
た
。　

「　
方　
法　
書　
」　
は　
、　
動　
物　
・　
植　

物　
の　
生　
息　
状　
況　
、　
大　
気　
や　
地　

下　
水　
の　
状　
況　
等　
に　
つ　
い　
て　
、　

調　
査　
の　
項　
目　
、　
方　
法　
、　
予　

測　
・　
評　
価　
手　
法　
の　
案　
を　
ま　
と　

め
た
も　
の　
で
す　
。　

こ　
の　
「　
方　
法　
書　
」　
を　
、　
沿　
線　

自　
治　
体　
や　
地　
域　
住　
民　
の　

方　
々　
等　
に　
幅　
広　
く　
公　
表　
し　
、　

広　
く　
情　
報　
や　
ご　
意　
見　
を　
お　

聞　
き　
し　
て　
ま　
い　
り　
ま　
す　
。　
寄　

せ　
ら　
れ　
た　
ご　
意　
見　
は　
、　
環　
境　

の　
専　
門　
家　
を　
含　
む　
東　
京　
都　

環　
境　
影　
響　
評　
価　
審　
議　
会　
で　

の　
審　
議　
に　
反　
映　
さ　
れ　
ま　
す　
。　

国　
と　
都　
は　
、　
こ　
れ　
ら　
の　
意　
見　

を　
踏　
ま　
え　
、　
必　
要　
な　
調　
査　
を　

加
え
ま
す　
。　

現　
地　
観　
測　
等　
の　
調　
査　
、　
1

年　
間　
の　
デ　
ー　
タ　
収　
集　
を　
も　
と　

に　
、　計　
画　
内　
容　
が　
定　
ま　
れ　
ば　
、　

そ　
の　
計　
画　
が　
環　
境　
に　
及　
ぼ　

す　
影　
響　
を　
予　
測　
・　
評　
価　
し　
て　

い　
く　
こ　
と
と
な
り
ま
す　
。　

・

「　
方　
法　
書　
」　
は　
都　
庁　
及　
び　
沿　

線　
の　
区　
・　
市　
役　
所　
で　
、　
ご　
覧　
に　

な　
れ　
ま　
す　
。　「　
方　
法　
書　
」　の　
内　

容　
に　
つ　
い　
て　
ご　
意　
見　
の　
あ　
る　
方　

は　
ど　
な　
た　
で　
も　
、　
ご　
意　
見　
を　

お　
寄　
せ　
下　
さ　
い　（　「　
方　
法　
書　
」　

の　
概　
要　
及　
び　
意　
見　
の　
提　
出　
方　

法
は
裏
面
を　
ご　
覧
下
さ　
い　
）　。　

ま　
た　
「　
方　
法　
書　
」　
は　
オ　
ー　

プ　
ン　
ハ　
ウ　
ス　（　
裏　
面　
参　
照　
）　で　

も
ご
覧
に
な
れ
ま
す　
。　

●
第
23
回　
・　
7
月
8
日　（
火
）　

生
活
に
与
え　
る
影
響
に　

つ　
い　
て
議
論

こ　
の　
日　
の　
協　
議　
会　
で　
は　
、　
必　
要　
性　
の　

有　
無　
（　
効　
果　
と　
影　
響　
）　に　
つ　
い　
て　
・　
生　
活　

に　
与　
え　
る　
影　
響　
の　
議　
論　
が　
行　
わ　
れ　
ま　

し　
た　
。　

イ　
ン　
タ　
ー　
チ　
ェ　
ン　
ジ　
や　
ジ　
ャ　
ン　
ク　
シ　
ョ　
ン　

の　
設　
置　
に　
関　
し　
て　
「　
青　
梅　
街　
道　
イ　
ン　

タ　
ー　
チ　
ェ　
ン　
ジ　
に　
つ　
い　
て　
、　
渋　
滞　
、　
環　
境　

の　
劣　
悪　
、　
立　
ち　
退　
き　
、　
分　
断　
、　
善　
福　
寺　

池　
の　
枯　
渇　
の　
恐　
れ　
な　
ど　
か　
ら　
設　
置　
反　
対　

を　
要　
望　
し　
た　
。　
地　
上　
部　
分　
の　
道　
路　
に　
つ　

い　
て　
も　
地　
元　
住　
民　
の　
意　
向　
を　
無　
視　
し　
て　

お　
り　
、　
反　
対　
要　
望　
を　
し　
た　
」　、　「　
独　
自　
に　

二　
酸　
化　
窒　
素　
の　
測　
定　
を　
行　
っ　
た　
結　
果　
、　

青　
梅　
街　
道　
沿　
い　
は　
高　
い　
数　
値　
を　
示　
し　
て　

い　
る　
」　、　
ま　
た　
、　
生　
活　
に　
与　
え　
る　
影　
響　

を　
議　
論　
す　
る　
た　

め　
に　
は　
「　
将　
来　
人　

口　
や　
財　
政　
状　
況　

を　
考　
慮　
す　
る　
必　

要　
が　
あ　
る　
」　
な　
ど　

の　
意　
見　
が　
出　
さ　

れ
ま　
し　
た　
。　

●
第
24
回　
・　
7
月
24
日　（
木
）　

環　
境　
ア　
セ　
ス　
に　
協　
議　
員　
が　

反
発　
、　
議
論
を
中
断

国　
土　
交　
通　
省　
関　
東　
地　
方　
整　
備　
局　
の　

渡　
辺　
和　
足　
局　
長　
は　
、　「　
環　
境　
調　
査　
を　
行　

う　
考　
え　
方　
は　
、　
中　
間　
と　
り　
ま　
と　
め　
に　

あ　
る　『　
環　
境　
の　
影　
響　
を　
評　
価　
す　
る　
に　
あ　

た　
っ　
て　
は　
外　
環　
を　
作　
る　
こ　
と　
を　
前　
提　
と　

せ　
ず　
（　
以　
下　
略　
）　』　
と　
変　
わ　
っ　
て　
い　
ま　
せ　

ん　
」　
と　
説　
明　
し　
ま　
し　
た　
。　
続　
い　
て　
東　
京　

都　
都　
市　
計　
画　
局　
の　
勝　
田　
三　
良　
局　
長　
が　

「　
国　
と　
都　
は　
、　
環　
境　
の　
現　
地　
調　
査　
は　
中　

間　
と　
り　
ま　
と　
め　
の　
趣　
旨　
に　
も　
合　
致　
す　

る　
と　
判　
断　
し　
ま　
し　
た　
。　」　
と　
説　
明　
し　
ま　

し　
た　
。　

こ　
れ　
に　
対　

し　
て　
「　
必　
要　

性　
の　
有　
無　
の　

議　
論　
を　
し　
て　

い　
る　
最　
中　
に　

手　
続　
き　
に　

入　
る　
こ　
と　
は　

住　
民　
を　
馬　

鹿　
に　
し　
て　
い　

る　
」　
な　
ど　
の　
意　
見　
が　
出　
さ　
れ　
る　
と　
と　
も　

に　
、　「　
Ｐ　
Ｉ　
協　
議　
会　
を　
軽　
視　
し　
た　
国　
と　

都　
の　
行　
為　
に　
強　
く　
抗　
議　
し　
、　
協　
議　
会　
の　

休　
会　
を　
提　
案　
し　
退　
室　
す　
る　
」　
と　
の　
抗　
議　

文　
を　
渡　
辺　
協　
議　
員　
が　
読　
み　
上　
げ　
、　
こ　
れ　

に　
賛
同　
し　
た　
7  
人　
が　
退
席　
し　
ま　
し　
た　
。　

そ　
の　
後　
、　
国　
の　
協　
議　
員　
が　
「　
計　
画　
が　

固　
ま　
っ　
て　
い　
な　
い　
段　
階　
」　
か　
ら　
環　
境　
調　
査　

を　
行　
う　
仕　
組　
み　
と　
意　
義　
に　
つ　
い　
て　
説　
明　

し　
ま　
し　
た　
が　
、　
協　
議　
員　
の　
欠　
け　
た　
状　
態　

で　
議　
論　
を　
進　
め　
る　
こ　
と　
は　
問　
題　
で　
あ　
る　

と　
の　
意　
見　
で　
一　
致　
し　
、　
こ　
の　
日　
の　
議　
論　

は　
打
ち
切
ら　
れ　
ま　
し　
た　
。　

今　
後　
の　
日　
程　
に　
つ　
い　
て　
は　
、　
事　
務　
局　
で　

調
整
す　
る　
予
定　
で　
す　
。　
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環境調査についてのご意見をお寄せ下さい

動植物調査

必必
要要
性 　性 　
の 　の 　
有有
無 　無 　（ 　（ 　
効効
果 　果 　
と 　と 　
影影
響 　響 　
） 　） 　の 　の 　
議議
論 　論 　
を 　を 　
再再
開開

Ｐ　
Ｉ
外
環
沿
線
協
議
会

Ｐ　
Ｉ　
外　
環　
沿　
線　
協　
議　
会　
は　
、　
7  
月　
8  
日　
の　
第　
23  
回　
協　
議　
会　
か　
ら　
、　
必　
要　
性　
の　
有　
無　（　
効　

果
と
影
響
）　に　
つ　
い　
て　
の　
議
論
が
再
開
さ
れ
ま
し　
た
。　

第23回PI外環沿線協議会

環境調査について説明をする
国土交通省関東地方整備局渡辺局長

調査の対象としている外環計画

インターチェンジについては、今後、地元の意向等を踏まえながら、設置の有無について検討します。
計画路線には換気所の設置を予定しております。（設置場所は未定です。）

国土交通省と東京都は、大深度地下を活用したトンネル構造の外

環計画を対象に環境への影響を詳細に把握するための調査を始めま

す。調査は、環境アセスメントの仕組みを活用します。

なお、沿線協議会で「外環の影響を評価するにあたっては外環を作

ることを前提とせず、沿線地域の環境に与える影響が大きいという

ことが判明した場合には、計画を止めることもありうる。環境の調

査を行うにあたっては、市民参加のP I的手法を取り入れる」ことが確

認されています。



オ　
ー　
プ　
ン　
ハ　
ウ　
ス　
は　
、　
地　
元　
に　
密　
着　

し　
た　
、　
生　
活　
に　
根　
ざ　
し　
た　
意　
見　
を　
お　

聞　
き　
す　
る　
と　
と　
も　
に　
、　
住　
民　
同　
士　
が　

議　
論　
す　
る　
場　
と　
し　
て　
、　
P  
I  
外　
環　
沿　

線　
協　
議　
会　
、　
地　
元　
区　
市　
、　
東　
京　
都　
都　

市　
計　
画　
局　
、　
国　
土　
交　
通　
省　
関　
東　
他　
方　

整
備
局
が
共
催
す　
る　
も　
の　
で　
す　
。　

会　
場　
に　
は　
模　
型　
や　
パ　
ネ　
ル　
な　
ど　
を　

展　
示　
し　
、　
相　
談　
コ　
ー　
ナ　
ー　
、　
資　
料　
閲　

覧　
コ　
ー　
ナ　
ー　
な　
ど　
を　
設　
け　
る　
他　
、　
P  

I
沿　
線　
協　
議　
会　
の　
協　
議　
員　
や　
各　
区　

市　
、　
都　
、　
国　
の　
担　
当　
者　
が　
外　
環　
の　
全　

般　
に　
関　
す　
る　
説　
明　
を　
行　
い　
、　
来　
場　
者　

の
疑
問　
・　
相
談
に
お
答
え
ま
す　
。　

6  
月　
29  
日　（
日
）　

調
布　
で　
オ　
ー
プ　
ン　
ハ　
ウ　
ス

6  
月　
29  
日　
（　
日　
）　、　
調　
布　
市　
緑　
ヶ　
丘　

地　
域　
福　
祉　
セ　
ン　
タ　
ー　
に　
て　
、　「　
オ　
ー　
プ　
ン　

ハ　
ウ　
ス　
」　
を　
開　
催　
し　
ま　
し　
た　
。　
今　
回　
の　

オ　
ー　
プ　
ン　
ハ　
ウ　
ス　
に　
は　
、　
1  
5  
0  
名　
を　
超　

え　
る　
地　
元　
の　
方　
々　
が　
会　
場　
に　
訪　
れ　
、　
外　

環　
計　
画　
に　
つ　
い　
て　
多　
く　
の　
ご　
意　
見　
を　
お　

寄
せ　
い　
た　
だ　
き
ま　
し　
た　
。　

パ　
ネ　
ル　
や　
模　
型　
の　
展　
示　
コ　
ー　
ナ　
ー　
で　

は　
、　
Ｐ　
Ｉ　
外　
環　
沿　
線　
協　
議　
会　
協　
議　
員　

に　
よ　
る　
地　
元　
の　
方　
々　
へ　
の　
説　
明　
も　
行　
わ　

れ
ま　
し　
た　
。　
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東　
京　
外　
か　
く　
環　
状　
道　
路　（　
関　
越　
道　
〜　
東　
名　
高　
速　
）　計　
画　
沿　
線　
地　
域　
の　
方　
々　
に　
対　
し　
、　
外　
環　
に　
関　
す　
る　

資　
料　
・　
情　
報　
提　
供　
を　
行　
う　
こ　
と　
を　
目　
的　
に　
、　
Ｐ　
Ｉ　
外　
環　
沿　
線　
協　
議　
会　
及　
び　
地　
元　
区　
市　
、　
東　
京　
都　
、　
国　
土　

交
通
省
に　
よ
る
外
環
オ　
ー　
プ
ン　
ハ　
ウ　
ス　
を
開
催
し　
て　
い　
ま
す　
。　

8月1 0日(日) 1 0時～1 6時

8月6日(水)、1 9日(火)、2 3日(土)、2 8日(木)
時間はいずれも1 3時～1 7時

世田谷区立喜多見東地区会館

各
地　
で　
オ　
ー　
プ　
ン　
ハ　
ウ　
ス　
を
開
催

2. 調査、予測及び評価の手法

三鷹市新川あおやぎ公園内仮設ハウス

お問い合わせ先：東京外かく環状道路調査事務所

0120－34－1491

６月２９日に調布市緑ヶ丘で開催された外環オープンハウス

調査等の概要

環境要素の区分
調査の手法

・二酸化窒素、浮遊粒子状物質の濃

度の状況

・気象の状況

・工事中の建設機械及び運搬車両か

らの排出ガスによる大気質への影

響

・供用後の自動車の走行及び換気所

の供用に伴う排出ガスによる大気

質への影響

・二酸化窒素

・浮遊粒子状物質

・事業者により実行可能な範囲内で

できる限り回避・低減されている

か否か

・環境基準との整合

二酸化窒素

浮遊粒子状物質

大
気
質

騒
音

振
動

風
害

強
風
に
よ
る

低
周
波
音

地
質

及
び

地
形

地
盤

そ
の
他
の
環
境
要
素

大
気
環
境

土
壌
に
係
る
環
境
そ
の
他
の
環
境

粉じん等

振動

強風による風害

低周波音

重要な地形及び

地質

水循環

地盤沈下

日照阻害

電波障害

重要な種及び注

目すべき生息地

重要な種及び群

落

緑の量

地域を特徴づけ

る生態系

主要な眺望点及

び景観資源並び

に主要な眺望景

観

市街地の地域景

観

史跡・文化財

建設工事に伴う

副産物

主要な人と自然

との触れ合いの

活動の場

動
物

文
化
財

史
跡　
・　

廃
棄
物
等

合
い　
の
活
動
の
場

人　
と　
自　
然　
と　
の　
触　
れ　

植
物

生
態
系

景
観

・低周波音の状況

・沿道の状況

・重要な地形及び地質

・地下水及び湧水の状況

・帯水層の地質 ・水理

・水質の状況

・地下水の状況

・帯水層の地質・水理の状況

・軟弱地盤層の状況

・地盤高の変動状況

・地盤強度の低下の情報

・土地利用の状況

・地形の状況

・日影の現状

・テレビ電波の受信状況

・テレビの受信画質の状況

・テレビ電波の強度の状況

・共同アンテナの設置状況

・テレビ電波の送信状況

・高層建築物及び住居等の分布状況

・地形の状況

・動物相の状況

・重要な種及び注目すべき生息地の

状況

・植物相及び植生の状況

・重要な種及び群落

・緑被率

・緑の体積

・動植物その他の自然環境に係る概

況

・地域を特徴づける生態系の注目

種・群落の状況

・文化財の状況

・埋蔵文化財包蔵地の状況

・法令等による基準

・事業特性、地域特性から得られる

廃棄物等に係る情報

・工事の実施に伴う廃棄物等の概略

発生量及び実行可能な再利用の方

策

・人と自然との触れ合いの活動の場

の概況

・主要な人と自然との触れ合いの活

動の場の分布、利用状況及び利用

環境の状況

・工事の実施及び道路の存在に伴う

主要な人と自然との触れ合いの活

動の場及び自然資源の改変の程

度、利用性、快適性の変化の程度

・工事の実施及び道路の存在に伴う

史跡・文化財への影響

・地域景観の特性

・代表的な眺望及び景観資源の状況

・囲繞景観の状況

・景観の保全に関する方針

・法令や区市の条例による基準

・工事の実施及び道路の存在、換気

所の存在に伴う重要な眺望点及び

景観資源並びに重要な眺望景観へ

の影響

・工事の実施及び道路の存在に伴う

地域を特徴づける生態系への影響

・工事の実施及び道路の存在に伴う

緑の量の分布及び改変の程度

・工事の実施及び道路の存在に伴う

重要な種及び群落への影響

・工事の実施及び道路の存在に伴う

重要な種及び注目すべき生息地へ

の影響

・道路（嵩上式）の存在及び換気所の

存在に伴うテレビ電波の受信障害

の程度

・事業者により実行可能な範囲内で

できる限り回避・低減されている

か否か

・「公共施設の設置に起因するテレ

ビジョン電波障害により生ずる損

害等に係る費用負担について」と

の整合

・事業者により実行可能な範囲内で

できる限り回避・低減されている

か否か

・道路（嵩上式）の存在及び換気所の

存在に伴う日照阻害の程度

・事業者により実行可能な範囲内で

できる限り回避・低減されている

か否か

・「公共施設の設置に起因する日陰

により生ずる損害等に係る費用負

担について」の別表との整合

・「建築基準法」第5 6条の２に係

る別表との整合

・工事の実施及び道路の存在に伴う

地下水流動の変化による地盤沈下

の程度

・工事の実施及び道路の存在に伴う

地下水変動等の変化の程度 ・事業者により実行可能な範囲内で

できる限り回避・低減されている

か否か

・工事の実施及び道路の存在に伴う

重要な地形及び地質への影響

・供用後の嵩上式（高架構造）区間で

の自動車の走行及び換気所の供用

に伴う低周波音の影響

・事業者により実行可能な範囲内で

できる限り回避・低減されている

か否か

・一般環境中に存在する低周波音圧

レベル及びＩＳＯに規定されたＧ特

性低周波音圧レベルとの整合

・気象の状況

・配慮すべき施設等の状況

・換気所の存在に伴う強風の影響の

程度

・事業者により実行可能な範囲内で

できる限り回避・低減されている

か否か

・風環境評価尺度との整合

騒音

・騒音の状況

・沿道の状況

・地表面の状況

・工事中の建設機械の稼動及び運搬

車両の走行に伴う騒音の影響

・供用後の自動車の走行及び換気所

の供用に伴う騒音の影響

・事業者により実行可能な範囲内で

できる限り回避・低減されている

か否か

・特定建設作業、特定建設作業に係

る基準との整合

・環境基準、日常生活に係る規制基

準との整合

・粉じん等の状況

・気象の状況

・振動の状況

・地盤の状況

・沿道の状況

・工事中の建設機械の稼動及び運搬

車両の走行に伴う振動の影響

・供用後の自動車の走行及び換気所

の供用に伴う振動の影響

・事業者により実行可能な範囲内で

できる限り回避・低減されている

か否か

・道路交通振動の限度、日常生活に

係る規制基準との整合

工事中の建設機械及び運搬車両から

の排出ガスによる大気質への影響

・事業者により実行可能な範囲内で

できる限り回避・低減されている

か否か

・降下ばいじんに係る参考値との整

合

予測の手法 評価の手法 １．環境調査の項目

環境調査の項目

環境影響評価方法書の概要

場所　東京都都市計画局総務部都市計画課
（都庁第二本庁舎21階南側）

TEL （03）5321-1111(代表)

世田谷区環境総合対策室環境課
TEL （03）5432-1111（代表）

狛江市都市建設部計画課
TEL （03）3430-1111（代表）

調布市環境部環境保全課
TEL （0424）81-7111（代表）

三鷹市生活環境部環境対策課
TEL （0422）45-1151（代表）

杉並区環境清掃部環境課
TEL （03）3312-2111（代表）

武蔵野市環境生活部環境政策課
TEL （0422）51-5131（代表）

練馬区環境清掃部環境保全課
TEL （03）3993-1111（代表）

提　　出　書面のみ（書式は自由・日本語）

記載事項　氏名、住所（法人、団体の場合は
名称、代表者の氏名、事務所所在地）
意見書提出の対象である方法書
の名称、意見等

提出期限　平成15年9月8日

提 出 先 〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1

東京都都市計画局総務部
都市計画課

東京都都市計画局都市基盤部
街路計画課外かく環状道路担当
TEL 03-5388-3279

国土交通省関東地方整備局
東京外かく環状道路調査事務所
TEL 0120-34-1491（フリーダイヤル）

方法書について

意見の提出方法

オープンハウス8月の開催予定

協議員が参加(6月29日・調布)

期間　平成15年7月25日～8月25日　但し、日曜、土曜は休み

時間　午前9時～午後5時

縦覧の場所・日時

問い合せ先

(郵送または持参)


